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(57)【要約】
【課題】安定型及び管理型の産業廃棄物から人工骨材を
製造するに当たって、鋭利な部分がない安全性の高い人
工骨材を量産でき、有害物質が含まれる原材料からでも
安全な人工骨材を製造可能とすること。
【解決手段】人工骨材製造システムにおいて、破砕装置
１によって破砕された処理対象物は、内部に研削面を有
する一次攪拌装置２の攪拌槽内で攪拌されることにより
、処理対象物が有する鋭利な部分が除去される。また、
その攪拌の際に処理対象物の一次洗浄が行われ、その後
、二次攪拌装置３によって二次洗浄が行われて、人工骨
材が浄化される。洗浄に伴って排出される排液は、濾過
装置６において処理され、濾過装置６は、排液中に含ま
れる成分の一部を分解・凝集・沈殿させて、固形成分と
液状成分を分離するとともに、液状成分中に含まれる物
質の一部を吸着・除去して再生水とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　安定型産業廃棄物又は管理型産業廃棄物を原材料として人工骨材を製造するための人工
骨材製造システムであって、
　前記安定型産業廃棄物を処理対象物として、前記処理対象物を破砕する破砕装置と、
　研削面を有する一次攪拌槽を有し、前記破砕装置によって破砕された前記処理対象物を
前記一次攪拌槽内で攪拌することにより、前記研削面で前記処理対象物を研磨して、前記
処理対象物が有する鋭利な部分を除去するとともに、その攪拌の際に前記一次攪拌槽内に
投入される一次洗浄液で、前記処理対象物の一次洗浄を行う一次攪拌装置と、
　二次攪拌槽を有し、前記一次攪拌装置で処理された処理対象物を前記二次攪拌槽内で攪
拌し、その攪拌の際に前記二次攪拌槽内に投入される二次洗浄液で、前記処理対象物の二
次洗浄を行う二次攪拌装置と、
　乾燥槽を有し、前記二次攪拌装置で処理された処理対象物を前記乾燥槽内で乾燥させる
乾燥装置と、
　前記一次攪拌装置での一次洗浄に伴って排出される一次排液と前記二次攪拌装置での二
次洗浄に伴って排出される二次排液とを対象に、それらの排液中に含まれる成分の一部を
分解・凝集・沈殿させて、固形成分と液状成分を分離するとともに、当該液状成分中に含
まれる物質の一部を吸着・除去して再生水とする濾過装置と
　を備えたことを特徴とする人工骨材製造システム。
【請求項２】
　前記一次攪拌装置は、三段階の工程で前記処理対象物を処理しており、
　第一の段階では、前記一次洗浄液として、水、次亜塩素酸ソーダ及び硝酸が、前記一次
攪拌槽内に投入されるとともに、前記一次攪拌槽内において曝気を行いながら攪拌を行う
ことにより、前記研削面で処理対象物を研磨して、当該処理対象物が有する鋭利な部分を
除去し、
　第二の段階では、前記一次攪拌槽内において超音波振動洗浄を行い、
　第三の段階では、前記処理対象物から遊離した不要成分を含む前記一次排液を前記一次
攪拌槽から排出することにより、前記処理対象物と前記一次排液を分離する
　ことを特徴とする請求項１に記載の人工骨材製造システム。
【請求項３】
　前記二次攪拌装置は、三段階の工程で前記処理対象物を処理しており、
　第一の段階では、前記二次洗浄液の一部として、果実搾汁含有水が前記二次攪拌槽内に
投入されるとともに、前記二次攪拌槽内において攪拌を行うことにより、前記処理対象物
に対する酸処理を行い、その後、前記果実搾汁含有水が分離・回収され、
　第二の段階では、前記二次洗浄液の一部として、水及び界面活性剤が前記二次攪拌槽に
投入されるとともに、前記二次攪拌槽内において攪拌を行うことにより、前記処理対象物
の洗浄を行い、
　第三の段階では、前記二次洗浄液の一部として、水が前記二次攪拌槽に投入されるとと
もに、前記二次攪拌槽内において攪拌を行うことにより、前記処理対象物のフラッシング
を行っており、
　前記二次攪拌装置における前記第二の段階及び前記第三の段階で、前記二次排液を前記
二次攪拌槽から排出する
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の人工骨材製造システム。
【請求項４】
　前記乾燥装置は、前記乾燥槽の内部に設けられた光触媒と、前記光触媒の反応を促すた
めの光源とを有し、前記処理対象物の乾燥に伴って前記処理対象物から放出される成分を
、前記光触媒で分解する
　ことを特徴とする請求項１～請求項３のいずれか一項に記載の人工骨材製造システム。
【請求項５】
　前記濾過装置は、三段階の工程で前記一次排液及び前記二次排液の濾過を行っており、
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　第一の段階では、前記一次排液に対し、ハイドロキシアパタイト及びジルコニアを有効
成分として含有する凝集剤を添加して攪拌することにより、土、粘土鉱物及び重金属類を
含む粗沈殿物を凝集・沈殿させて、前記粗沈殿物と上澄み液を分離し、当該上澄み液をキ
レート樹脂膜に通すことで、一次濾過処理液とし、
　第二の段階では、前記一次濾過処理液及び前記二次排液を、多孔質シリカゲル、アルミ
ナ、活性炭、ゼオライト、茶殻又はヤシ殻からなる天然繊維及び多孔質ポリスチレンの各
成分を有効成分とする吸着層を積層してなる多層吸着部に通してから、さらにハイドロキ
シアパタイト及びジルコニアの粉末をプレス加工してなるプレス膜に通すことで、液中に
残留し得る微量な不要成分の回収を図るとともに、前記プレス膜を透過した透過排液中に
含まれる微粒子固形分を沈降させて、その上澄み液を二次濾過処理液とし、
　第三の段階では、前記二次濾過処理液を逆浸透膜で濾過して前記再生水とする
　ことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれか一項に記載の人工骨材製造システム。
【請求項６】
　前記濾過装置から得られる前記再生水の一部又は全部を、前記一次洗浄液又は前記二次
洗浄液の一部として利用する
　ことを特徴とする請求項１～請求項５のいずれか一項に記載の人工骨材製造システム。
【請求項７】
　研削面を有する攪拌槽を有し、処理対象物を前記一次攪拌槽内で攪拌することにより、
前記研削面で前記処理対象物を研磨して、前記処理対象物が有する鋭利な部分を除去する
　ことを特徴とする攪拌装置。
【請求項８】
　三段階の工程で排液の濾過を行う濾過装置であって、
　第一の段階では、前記排液に対し、ハイドロキシアパタイト及びジルコニアを有効成分
として含有する凝集剤を添加して攪拌することにより、土、粘土鉱物及び重金属類を含む
粗沈殿物を凝集・沈殿させて、前記粗沈殿物と上澄み液を分離し、当該上澄み液をキレー
ト樹脂膜に通すことで、一次濾過処理液とし、
　第二の段階では、前記一次濾過処理液を、多孔質シリカゲル、アルミナ、活性炭、ゼオ
ライト、茶殻やヤシ殻からなる天然繊維及び多孔質ポリスチレンの各成分を有効成分とす
る層を積層してなる多層吸着部に通してから、さらにハイドロキシアパタイト及びジルコ
ニアの粉末をプレス加工してなるプレス膜に通すことで、液中に残留し得る微量な不要成
分の回収を図るとともに、前記プレス膜を透過した透過排液中に含まれる微粒子固形分を
沈降させて、その上澄み液を二次濾過処理液とし、
　第三の段階では、前記二次濾過処理液を逆浸透膜で濾過して再生水とする
　ことを特徴とする濾過装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コンクリートの製造過程において、従来、粗骨材及び細骨材として配合され
ていた砕石（クラッシャーラン）及び砂の代替品として利用可能な人工骨材を製造する技
術に関するものであり、より詳しくは、安定型又は管理型産業廃棄物を原材料として構成
される人工骨材を製造するための人工骨材製造システムと、その人工骨材製造システムを
構築する際に利用可能な攪拌装置及び濾過装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、安定型に分類される産業廃棄物には、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類などがあり、安定型最終処分場に
おいて埋め立て等の最終処分が行われている。また、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物
としては、埋め立てた時にしみ出す水が地下水などを汚染する可能性のある管理型産業廃
棄物もある。
【０００３】
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　しかし、最終処分場において受け入れ可能な産業廃棄物の埋め立てられる量には限界が
あり、今後も排出され続ける産業廃棄物全般を、限りなく１００％に近く有効的に利活用
できるようなリサイクル技術を確立することが重要になっている。
【０００４】
　このような背景のもと、安定型産業廃棄物及び管理型産業廃棄物をコンクリート用の人
工骨材として利活用する技術はすでに提案されており、例えば、下記特許文献１には、ガ
ラスくず（廃ガラス）を利用してモルタル用又はコンクリート用の人工骨材を製造する技
術が開示されている。
【０００５】
　また、下記特許文献２には、陶器瓦製造工場で不良品として廃棄される瓦を原材料に人
工骨材を製造する事例、下記特許文献３には、ガラスくず、がれき、コンクリート片など
多種多様な素材が交じり合った「建設混合廃棄物」を原材料に人工骨材を製造する事例な
どが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００３－２８６０５４号公報
【特許文献２】特開２００８－３７７１１号公報
【特許文献３】特開２００８－１３７８４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、ガラスくずや陶磁器くず（以下、これらを総称してガラスくず等と称す
。）には、以下のような問題がある。
　第一に、ガラスくず等を破砕することによって得られる破砕品は、角が鋭利に尖ってい
ることがあるので、製造過程及び施工過程における安全面を考慮すると、そのままでは取
り扱いにくく、人工骨材として利用することは困難である。
【０００８】
　ここで、この問題に関しては、例えば、上記特許文献２の段落［０００９］に、「ハン
マーミルなどの適当な破砕処理機を介して不良品瓦を破砕する際、出来るだけ丸みを帯び
、鋭角部、突出部をないことを特徴とするような破砕処理装置、破砕方法を選択する」と
いった記述がある。
【０００９】
　しかし、そのような「出来るだけ丸みを帯び、鋭角部、突出部のない形態とされた破砕
品」を工業的に量産できるような具体的手法に関し、上記特許文献２では何ら提案がなさ
れていない。
【００１０】
　また第二に、有色（例えば、茶色）のガラス瓶の中には、安全な飲料用の他に、各種化
学物質、試薬を含む薬品類、農薬類などが入れられていたガラス瓶など、劇毒物や危険物
、重金属類などの有害物質が付着した瓶類も想定される。そのため、そのような毒性のあ
る有害物質が付着しているかも知れない瓶類由来のガラスくずの場合、低濃度の付着率と
は言えそのままリサイクル製品として利用することは適切ではない。また、有色ガラス瓶
以外であっても、医療系産業廃棄物などには廃注射管などが混入されてしまう可能性があ
り、インフルエンザウィルスやＣ型肝炎ウィルスなどの伝染性物質の付着が懸念される。
これらの他、廃蛍光管などにはカドミウムなどの重金属を含むガラスくずが誤って混入さ
れてしまう場合も想定される。
【００１１】
　こうした問題に対し、例えば、上記特許文献１の段落［０００７］には、「廃ガラスと
塩化水素ガスとの反応は加熱下で行うことができるので、医療現場から発生するガラス廃
棄物なども利用できる。」といった記述があり、同段落［００１０］には、２０～６００



(5) JP 2011-136872 A 2011.7.14

10

20

30

40

50

℃での加熱処理についての言及がある。
【００１２】
　しかし、上記の下限値２０℃程度といった常温域での加熱により、様々な伝染性物質や
発ガン性物質などを含む化学物質すべてを除去することができるとは考えにくく、現実的
には、上記の上限値６００℃もしくは８００℃以上の高温での焼成処理又は熔融処理が必
要になる。
【００１３】
　そのため、産業廃棄物由来の人工骨材を工業的に量産するには、相応に大がかりな焼成
炉や熔融炉などが必要となり、そのような設備を導入するにはかなりの手間とコストがか
かることになり、また、焼成処理又は熔融処理で大量のエネルギーを消費してしまうこと
、及び、温室効果ガスの原因となる二酸化炭素（ＣＯ２）の大量排出をしてしまうことも
問題となる。
【００１４】
　本発明は、上記諸問題を解決するためになされたものであり、その目的は、安定型産業
廃棄物又は管理型産業廃棄物を原材料として人工骨材を製造可能で、特に、鋭利な部分を
安全に加工し、作業上の安全性が高い人工骨材を工業的に量産でき、有害物質が含まれる
原材料からでも生態系に安全な人工骨材を製造可能な技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　以下、本発明において採用した構成について説明する。
　請求項１に記載の人工骨材製造システムは、安定型産業廃棄物を原材料として人工骨材
を製造するための人工骨材製造システムであって、前記安定型産業廃棄物又は管理型産業
廃棄物を処理対象物として、前記処理対象物を破砕する破砕装置と、研削面を有する一次
攪拌槽を有し、前記破砕装置によって破砕された前記処理対象物を前記一次攪拌槽内で攪
拌することにより、前記研削面で前記処理対象物を研磨して、前記処理対象物が有する鋭
利な部分を除去するとともに、その攪拌の際に前記一次攪拌槽内に投入される一次洗浄液
で、前記処理対象物の一次洗浄を行う一次攪拌装置と、二次攪拌槽を有し、前記一次攪拌
装置で処理された処理対象物を前記二次攪拌槽内で攪拌し、その攪拌の際に前記二次攪拌
槽内に投入される二次洗浄液で、前記処理対象物の二次洗浄を行う二次攪拌装置と、乾燥
槽を有し、前記二次攪拌装置で処理された処理対象物を前記乾燥槽内で乾燥させる乾燥装
置と、前記一次攪拌装置での一次洗浄に伴って排出される一次排液と前記二次攪拌装置で
の二次洗浄に伴って排出される二次排液とを対象に、それらの排液中に含まれる成分の一
部を分解・凝集・沈殿させて、固形成分と液状成分を分離するとともに、当該液状成分中
に含まれる物質の一部を吸着・除去して再生水とする濾過装置とを備えたことを特徴とす
る。
【００１６】
　この人工骨材製造システムにおいて、人工骨材の主たる原材料としては、廃プラスチッ
ク類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類など
、いわゆる安定５品目と呼ばれている産業廃棄物が用いられる。また、このような安定型
産業廃棄物以外に、埋め立てた時にしみ出す水が地下水などを汚染する可能性のある管理
型産業廃棄物を原材料に採用することがある。
【００１７】
　この人工骨材製造システムでは、これらの安定型産業廃棄物又は管理型産業廃棄物を処
理対象物として、まず破砕装置で処理対象物を破砕する。この破砕装置では、破砕物の大
まかな寸法を事前に設定して破砕を行うことができる。
【００１８】
　こうして破砕装置で破砕された処理対象物は、続いて、一次攪拌装置の一次攪拌槽に投
入されて、一次攪拌槽内で攪拌される。この一次攪拌槽は研削面を有し、処理対象物が攪
拌される際には、研削面で処理対象物が研削され、また、攪拌に伴って処理対象物が相互
に擦り合わされて、処理対象物が有する鋭利な角は短時間で削り取られてゆく。
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【００１９】
　なお、このような研削面は、例えば、多数の硬質な突起を有するおろし金状の表面を持
つ部材、あるいはダイヤモンドメッキを施したやすり状の表面を持つ部材などによって構
成される。これらの部材は、例えば、一次攪拌槽の内面に配置、あるいは、一次攪拌槽内
に攪拌羽根として配置されていればよい。
【００２０】
　また、この一次攪拌装置での攪拌時には、一次攪拌槽内に一次洗浄液が投入されて、処
理対象物の一次洗浄も行われる。この一次洗浄は、処理対象物に付着していた比較的粗大
な不要成分や、攪拌による研削・摩滅に伴って生じた不要な粉粒状成分の除去を目的とし
て行われるものである。
【００２１】
　しかも、工業用溶剤として利用され水より重いトリクロロエチレンなどの有機塩素化合
物や、水と中和してしまうイソプロピルアルコールなどの有機溶剤など、揮発性有害物質
が付着していた場合には、一次洗浄の処理過程において蒸発・気化される。
【００２２】
　さらに、この他、一次洗浄液は、破砕された処理対処物の表面を均一に研磨するための
潤滑成分としての役割も果たす。そして、このような一次攪拌装置での処理により、処理
対象物は、最終的に鋭利な部分が面取りされ、丸みを帯びた形態になる。
【００２３】
　このような一次攪拌装置での処理を終えたら、処理対象物は、さらに二次攪拌装置の二
次攪拌槽に投入されて、二次攪拌槽内で二次洗浄液とともに攪拌されて二次洗浄が行われ
る。この二次洗浄工程では、一次洗浄液だけでは除去しきれない成分の除去や最終的なｐ
Ｈの中性処理調整を目的としたフラッシング（すすぎ洗い）が行われる。
【００２４】
　そして、このような二次洗浄の後、処理対象物は乾燥装置で乾燥される。なお、こうし
て乾燥された処理対象物は、ある程度粒度が揃っていれば、そのまま人工骨材として利用
することができるが、さらに粒度調整が必要であれば、用途に応じた篩い分け（分級）を
行う。
【００２５】
　例えば、粗骨材は、ＪＩＳ規格において「５ｍｍ網篩いに質量で８５％以上とどまる骨
材（ＪＩＳ　Ａ　０２０３）」と規定され、細骨材は「１０ｍｍ網篩いを全部通り、５ｍ
ｍ網篩いを質量で８５％以上通過する骨材（ＪＩＳ　Ａ　０２０３）」と規定されている
ので、このような規格に従って分級を行う。あるいは、より細かく複数段階にグレードを
分けて分級を行うこともある。
【００２６】
　また、以上のような段取りで人工骨材が製造される際、並行して、一次攪拌装置での一
次洗浄に伴って排出される一次排液と二次攪拌装置での二次洗浄に伴って排出される二次
排液は、濾過装置によって処理される。
【００２７】
　この濾過装置では、一次排液及び二次排液を対象に、それらの排液中に含まれる成分の
一部を分解・凝集・沈殿させることにより、固形成分と液状成分に分離される。また、液
状成分中に含まれる物質の一部（超微粒成分、イオン類、菌類、その他の微生物等）は、
分解・吸着・除去されて河川放水環境基準を満たす再生水として循環利用もされる。すな
わち、液状成分中に含まれる特定有害物質又は重金属類、薬品類、農薬・有機物・有価イ
オン・ウィルス等の低分子群の一部を分解・吸着・除去して再生水とする。なお、固形成
分を凝集させるに当たっては、対象となる固形成分に応じて任意に凝集剤を添加してもよ
く、また、液状成分中の物質を吸着するに当たっては、対象となる物質に応じて任意に吸
着剤やイオン交換樹脂などを利用すればよい。
【００２８】
　以上のような人工骨材製造システムによれば、例えば、ガラスくず等の処理対象物を破
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砕した場合に、その破砕品の角が鋭利に尖った状態になったとしても、その後、研削面を
有する一次攪拌装置での攪拌により、処理対象物は丸みを帯びた形態に加工される。した
がって、鋭利な角の取れた人工骨材は、製造作業過程または施工過程においても、十分に
安全性の高いものとなる。
【００２９】
　また、処理対象物の中に特定有害物質や重金属類が付着した瓶類などが混在していたと
しても、そのような特定有害物質や重金属類は、一次攪拌装置で削り落とされるとともに
一次洗浄によって大部分が除去され、さらに、僅かに残留する不要成分も二次洗浄によっ
てすすぎ落とされる。したがって、最終的に得られる人工骨材には、有害成分が含まれて
おらず、生態系に対して安全性の高い人工骨材が得られる。
【００３０】
　しかも、一次洗浄及び二次洗浄に伴って排出される一次排液及び二次排液は、濾過装置
での処理により、固形分や液中の微細物質が除去されて再生水とされるので、その再生水
を工業用水として再利用したり、河川等に放水したりしても、水質又は土壌環境に対して
悪影響を及ぼすことがない。
【００３１】
　また、このような特定有害物質や重金属類の除去を行うに当たって、高温での焼成処理
や熔融処理も不要なので、工業的に人工骨材を量産するに当たって、大規模な焼成炉や熔
融炉などの設備を導入する必要もなく、高温での焼成を行う設備に比べ、より安全性の高
い生産設備とすることができ、焼成処理や熔融処理において大量のエネルギーを消費して
しまうといった問題も招かない。
【００３２】
　よって、この人工骨材製造システムであれば、これまで有効なリサイクル方法が確立さ
れていなかった各種化学物質、薬品類、農薬類などが入れられていたガラス瓶なども、人
工骨材として利活用することが可能となり、ひいては最終処分場の延命にも寄与すること
ができる。また、このような丸みを帯びた人工骨材であれば、コンクリート内部に充填さ
れる用途に限らず、骨材の地肌が露出するリサイクル製品においても、安全性を確保（担
保）して利活用することが可能となる。
【００３３】
　なお、以上説明した人工骨材製造システムは、さらに次のような構成を採用していても
好ましい。
　すなわち、まず、請求項２に記載の人工骨材製造システムは、請求項１に記載の人工骨
材製造システムにおいて、前記一次攪拌装置は、三段階の工程で前記処理対象物を処理し
ており、第一の段階では、前記一次洗浄液として、水、次亜塩素酸ソーダ及び硝酸が、前
記一次攪拌槽内に投入されるとともに、前記一次攪拌槽内において曝気を行いながら攪拌
を行うことにより、前記研削面で処理対象物を研磨して、当該処理対象物が有する鋭利な
部分を除去し、第二の段階では、前記一次攪拌槽内において超音波振動洗浄を行い、第三
の段階では、前記処理対象物から遊離した不要成分を含む前記一次排液を前記一次攪拌槽
から排出することにより、前記処理対象物と前記一次排液を分離することを特徴とする。
【００３４】
　このように構成された人工骨材製造システムによれば、一次洗浄を行う中で、次亜塩素
酸ソーダ及び硝酸により、初期除菌及び蛋白質の分解などが行われる。また、その後、超
音波振動洗浄が行われることで、処理対象物に対して強固に付着していた不要成分が分解
・遊離する。例えば、工業用溶剤に使用される揮発性有害物質（発がん性物質）、環境ホ
ルモン、ダイオキシン類などが付着していても、ここで分離・除去される。
【００３５】
　以上のような処理によって分解・遊離した蛋白質、浮遊物、揮発性有害物質及び油類等
を含む一次排液は、一次攪拌槽から排出・除去される。また、この一次排液中には、カド
ミウム、水銀、鉛、亜鉛、ヒ素、フッ素、銅、クロム、シアン、鉄などの物質も溶出し、
これらの物質も処理対象物から除去される。したがって、この人工骨材製造システムによ
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れば、上記のような成分が混在している処理対象物であっても、不要成分や有害成分、重
金属類等を適切に処理して、所期の人工骨材を製造することができる。
【００３６】
　次に、請求項３に記載の人工骨材製造システムは、請求項１又は請求項２に記載の人工
骨材製造システムにおいて、前記二次攪拌装置は、三段階の工程で前記処理対象物を処理
しており、第一の段階では、前記二次洗浄液の一部として、果実搾汁含有水が前記二次攪
拌槽内に投入されるとともに、前記二次攪拌槽内において攪拌を行うことにより、前記処
理対象物に対する酸処理を行い、その後、前記果実搾汁含有水が分離・回収され、第二の
段階では、前記二次洗浄液の一部として、水及び界面活性剤が前記二次攪拌槽に投入され
るとともに、前記二次攪拌槽内において攪拌を行うことにより、前記処理対象物の洗浄を
行い、第三の段階では、前記二次洗浄液の一部として、水が前記二次攪拌槽に投入される
とともに、前記二次攪拌槽内において攪拌を行うことにより、前記処理対象物のフラッシ
ングを行っており、前記二次攪拌装置における前記第二の段階及び前記第三の段階で、前
記二次排液を前記二次攪拌槽から排出することを特徴とする。
【００３７】
　このように構成された人工骨材製造システムによれば、二次洗浄を行う中で、第一の段
階では、天然成分由来の果実搾汁含有水による酸処理が行われる。果実搾汁としては、柑
橘類その他の搾り汁（例えば、レモン、シークワーサー、パイナップルなど）果実搾汁を
使用すればよく、例えば、食用としては出荷されないまま規格外不良品として廃棄される
果実の搾汁を使用すると好ましい。このような酸処理により、残留している次亜鉛素酸ソ
ーダ、硝酸などを除去することができる。なお、次亜鉛素酸ソーダなどの回収・除去と、
果実水の劣化の程度とを考慮すると、果汁濃度は例えば３０％以上程度にするとよく、全
体の９０％程度を再利用しながら、１０％程度を注ぎ足して利用するとよい。
【００３８】
　また、二次洗浄を行う中、第二の段階では、水及び界面活性剤による洗浄が行われ、こ
れにより、この時点で残留している水溶性成分及び油性成分の双方が水洗除去される。さ
らに、二次洗浄を行う中、第三の段階では、水による洗浄が行われるので、最終的に界面
活性剤などの洗浄液成分もすすぎ流されて、処理対象物は高度に清浄化された状態に至り
、処理対象物のｐＨ中性処理調整を目的としたフラッシングが完了する。したがって、こ
の人工骨材製造システムによれば、上記のような成分が混在している処理対象物であって
も適切に処理して、所期の人工骨材を製造することができる。
【００３９】
　次に、請求項４に記載の人工骨材製造システムは、請求項１～請求項３のいずれか一項
に記載の人工骨材製造システムにおいて、前記乾燥装置は、前記乾燥槽の内部に設けられ
た光触媒と、前記光触媒の反応を促すための光源とを有し、前記処理対象物の乾燥に伴っ
て前記処理対象物から放出される成分を、前記光触媒で分解することを特徴とする。
【００４０】
　この人工骨材製造システムにおいて、光触媒としては、例えば、酸化チタンを利用する
ことができ、この酸化チタンのコーティングを必要箇所に施して利用するとよい。このよ
うな人工骨材製造システムによれば、仮に乾燥装置内での乾燥処理時に処理対象物から揮
発性有機化学物質（ＶＯＣ）や、その他の臭い成分、微生物・細菌類などが放出されたと
しても、それらの成分等を光触媒反応によって分解することができ、それらの成分が系外
へ放出されてしまうのを防止することができる。
【００４１】
　次に、請求項５に記載の人工骨材製造システムは、請求項１～請求項４のいずれか一項
に記載の人工骨材製造システムにおいて、前記濾過装置は、三段階の工程で前記一次排液
及び前記二次排液の濾過を行っており、第一の段階では、前記一次排液に対し、ハイドロ
キシアパタイト及びジルコニアを有効成分として含有する凝集剤を添加して攪拌すること
により、土、粘土鉱物及び重金属類を含む粗沈殿物を凝集・沈殿させて、前記粗沈殿物と
上澄み液を分離し、当該上澄み液をキレート樹脂膜に通すことで、一次濾過処理液とし、
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第二の段階では、前記一次濾過処理液及び前記二次排液を、多孔質シリカゲル、アルミナ
、活性炭、ゼオライト、茶殻又はヤシ殻からなる天然繊維及び多孔質ポリスチレンの各成
分を有効成分とする吸着層を積層してなる多層吸着部に通してから、さらにハイドロキシ
アパタイト及びジルコニアの粉末をプレス加工してなるプレス膜に通すことで、液中に残
留し得る微量な不要成分の回収を図るとともに、前記プレス膜を透過した透過排液中に含
まれる微粒子固形分を沈降させて、その上澄み液を二次濾過処理液とし、第三の段階では
、前記二次濾過処理液を逆浸透膜で濾過して前記再生水とすることを特徴とする。
【００４２】
　このように構成された人工骨材製造システムによれば、第一の段階では、一次排液に対
し、ハイドロキシアパタイト及びジルコニアを有効成分として含有する凝集剤を添加して
攪拌することにより、土、粘土鉱物及び重金属類を含む粗沈殿物を凝集・沈殿させている
ので、例えば、一次排液中にカドミウム、水銀、鉛、亜鉛、ヒ素、フッ素、銅、クロム、
シアン、鉄などの物質が含まれていても、それらの成分を粗沈殿物として分離し、除去す
ることができる。なお、このような粗沈殿物は、脱水後、安定不溶化することで産業廃棄
物として廃棄されることになるが、原材料となった産業廃棄物の量と比較すれば、格段に
減量されることになる。
【００４３】
　また、上記のような凝集剤で除去しきれないセレン、フッ素、ホウ素などは、粗沈殿物
と上澄み液を分離した後、上澄み液をキレート樹脂膜に通すことで除去される。このよう
な手順でセレン、フッ素、ホウ素を除去すれば、一次排液をそのままキレート樹脂膜に通
した場合とは異なり、粗沈殿物として分離されていた成分までキレート樹脂膜に通されて
しまうことがないので、キレート樹脂膜の性能をより長期にわたって維持することができ
る。
【００４４】
　さらに、こうしてキレート樹脂膜に通された一次濾過処理液は、第二の段階では、二次
排液とともに、多孔質シリカゲル、アルミナ、活性炭、ゼオライト、茶殻又はヤシ殻から
なる天然繊維及び多孔質ポリスチレンの各成分を有効成分とする吸着層を積層してなる多
層吸着部に通される。これにより、金属硫化物や、系内に残留し得る水銀、フッ素などは
さらに高度に除去される。
【００４５】
　そして、多層吸着部の透過後は、さらにハイドロキシアパタイト及びジルコニアの粉末
をプレス加工してなるプレス膜に通されて、液中に残留し得る微量の不要成分（例えば、
鉛、ヒ素など）の回収が図られる。この段階でプレス膜を透過した透過排液中には、ほと
んど固形分が含まれていない状態に至るが、ごく僅かに含まれる微粒子固形分が存在すれ
ば、そのまま沈降させて、その上澄み液が二次濾過処理液とされる。
【００４６】
　この二次濾過処理液は、さらに第三の段階として、逆浸透膜で濾過される。この濾過処
理により、逆浸透膜を透過できないごく微量の微細成分（イオンや塩類などの水以外の不
純物）も除去されることになり、最終的にきわめて清浄度の高い再生水を得ることができ
る。したがって、このような人工骨材製造システムであれば、人工骨材製造時に排出され
ることになる排水が原因で水質及び土壌環境を汚染してしまうことがない。
【００４７】
　次に、請求項６に記載の人工骨材製造システムは、請求項１～請求項５のいずれか一項
に記載の人工骨材製造システムにおいて、前記濾過装置から得られる前記再生水の一部又
は全部を、前記一次洗浄液又は前記二次洗浄液の一部として利用することを特徴とする。
【００４８】
　このように構成された人工骨材製造システムによれば、濾過装置から得られる再生水の
一部又は全部を、一次洗浄液又は前記二次洗浄液の一部として利用するので、洗浄に伴っ
て消費されることになる水量を低減することができる。
【００４９】
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　なお、請求項７に記載の攪拌装置は、研削面を有する攪拌槽を有し、処理対象物を前記
一次攪拌槽内で攪拌することにより、前記研削面で前記処理対象物を研磨して、前記処理
対象物が有する鋭利な部分を除去することを特徴とする。
【００５０】
　このような攪拌装置であれば、請求項１に記載の人工骨材製造システムが備える一次攪
拌装置と同等な構成を備えているので、一次攪拌装置に関する説明の中で述べた通りの作
用、効果を奏するものとなる。したがって、請求項１に記載の人工骨材製造システムを構
築する際に、この攪拌装置を一次攪拌装置として利用することができる。なお、この攪拌
装置においても、請求項２に記載の人工骨材製造システムが備える一次攪拌装置と同等な
構成を備えることができるのはもちろんである。
【００５１】
　次に、請求項８に記載の濾過装置は、三段階の工程で排液の濾過を行う濾過装置であっ
て、第一の段階では、前記排液に対し、ハイドロキシアパタイト及びジルコニアを有効成
分として含有する凝集剤を添加して攪拌することにより、土、粘土鉱物及び重金属類を含
む粗沈殿物を凝集・沈殿させて、前記粗沈殿物と上澄み液を分離し、当該上澄み液をキレ
ート樹脂膜に通すことで、一次濾過処理液とし、第二の段階では、前記一次濾過処理液を
、多孔質シリカゲル、アルミナ、活性炭、ゼオライト、茶殻やヤシ殻からなる天然繊維及
び多孔質ポリスチレンの各成分を有効成分とする層を積層してなる多層吸着部に通してか
ら、さらにハイドロキシアパタイト及びジルコニアの粉末をプレス加工してなるプレス膜
に通すことで、液中に残留し得る微量な不要成分の回収を図るとともに、前記プレス膜を
透過した透過排液中に含まれる微粒子固形分を沈降させて、その上澄み液を二次濾過処理
液とし、第三の段階では、前記二次濾過処理液を逆浸透膜で濾過して再生水とすることを
特徴とする。
【００５２】
　このような濾過装置であれば、請求項１に記載の人工骨材製造システムが備える濾過装
置と同等な構成を備えているので、濾過装置に関する説明の中で述べた通りの作用、効果
を奏するものとなる。したがって、請求項１に記載の人工骨材製造システムを構築する際
に、この濾過装置を利用することができる。なお、この攪拌装置においても、請求項５に
記載の人工骨材製造システムが備える濾過装置と同等な構成を備えることができるのはも
ちろんである。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】人工骨材製造システム全体の構成を示すブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００５４】
　次に、本発明の実施形態について一例を挙げて説明する。
　［人工骨材製造システムの構成］
　図１は、人工骨材製造システム全体の構成を示すブロック図である。以下に説明する人
工骨材製造システムは、破砕装置１、一次攪拌装置２、二次攪拌装置３、乾燥装置４、振
動篩い機５、濾過装置６、再生水貯水槽７などを備えている。
【００５５】
　これらのうち、破砕装置１は、市販の二軸式破砕機（三相２００Ｖ、２４．２ｋＷ）を
応用して構成されている。本システムが稼働する際には、一回の処理工程で約１０００ｋ
ｇの産業廃棄物が破砕装置１で破砕されて、後工程へと送られる。
【００５６】
　一次攪拌装置２及び二次攪拌装置３は、市販の大型ポットミキサー（三相２００Ｖ、３
．７ｋＷ）をベースにして構成されたもので、回転軸付近には、内容物に対する曝気を行
うための空気噴出口が設けられている。なお、図示を省略してあるが、この空気噴出口へ
空気を供給するためのエアコンプレッサーも接続されている。あるいは、このようなエア
コンプレッサーに代えて、マイクロバブルやナノバブルを発生させる仕組みを採用しても
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よい。
【００５７】
　また、一次攪拌装置２については、攪拌槽の内面側に多数の金属突起が設けられるとと
もに、骨材の硬度や研磨度合いに応じて取替え可能な攪拌羽根が設けられ、その攪拌羽根
には、数種類のおろし金状の金属突起を有する研削面や、ダイヤモンドメッキを施したや
すり状の研削面が形成されている。しかも、一次攪拌装置２の回転軸付近には、超音波振
動を発生させる振動機構が組み込まれていて、内容物に対して超音波振動を与えることが
できる仕組みになっている。
【００５８】
　この一次攪拌装置２には、上述の破砕装置１で破砕された破砕物１０００ｋｇが投入さ
れる。また、一次攪拌装置２には、再生水貯水槽７から再生水１５００Ｌが投入され、こ
の他、次亜塩素酸ソーダ１９０Ｌ、硝酸１０Ｌも投入され、これらが一次攪拌装置２によ
って攪拌される。また、この攪拌と同時に、空気噴出口から空気を噴出することにより、
攪拌される内容物に対する曝気も実施する。なお、攪拌と同時に、マイクロバブル又はナ
ノバブルのエアーレーションを行う仕組みを採用してもよい。
【００５９】
　一次攪拌装置２の攪拌槽内には、上述の通り、研削面を有する内面や攪拌羽根が存在す
るため、破砕された処理対象物が攪拌される際には、研削面との接触に伴って処理対象物
が研削され、また、攪拌に伴って処理対象物が相互に擦り合わされ、これらの作用で、処
理対象物が有する鋭利な角は短時間で削り取られてゆく。
【００６０】
　また同時に、この一次攪拌装置２での攪拌時には、次亜塩素酸ソーダ及び硝酸の作用に
より、初期除菌及び蛋白質の分解などが行われる。なお、以上のような第一段階の攪拌工
程は、本実施形態の場合、６０分間以内程度で実施する。
【００６１】
　こうして第一段階の処理工程を終えたら、続いて第二段階の処理工程として、超音波振
動洗浄（本実施形態の場合１０分間程度）が行われ、これにより、処理対象物に対して強
固に付着していた不要成分を分解・遊離させる。そして、以上のような処理によって分解
・遊離した蛋白質、浮遊物、揮発性有害物質及び油類等を含む一次排液は、一次攪拌装置
２から排出される。この一次排液中には、カドミウム、水銀、鉛、亜鉛、ヒ素、フッ素、
銅、クロム、シアン、鉄などの物質も溶出しており、これらの物質も処理対象物から除去
されることになる。なお、本実施形態の場合、一回の処理工程で、１７００Ｌの一次排液
が排出され、これが濾過装置６へと送られることになる。また、本実施形態の場合、一次
排液には、７５０μｍ以下程度の固形粒子が含まれている。
【００６２】
　以上のような一次攪拌装置２での処理により、処理対象物は、最終的に鋭利な部分が面
取りされ、丸みを帯びた形態になるので、続いて、処理対象物は、二次攪拌装置３へと投
入される。
【００６３】
　二次攪拌装置３では、処理対象物に対する二次洗浄が行われ、これにより、一次洗浄だ
けでは除去しきれない成分の除去や最終的なフラッシング（すすぎ洗い）が行われる。具
体的には、まず、二次攪拌装置３では、第一段階の処理として、天然由来の果実搾汁含有
水による酸処理が行われる（本実施形態の場合２０分間程度）。
【００６４】
　このような酸処理により、残留している次亜鉛素酸ソーダ、硝酸などを除去することが
できる。なお、本実施形態において、天然由来の果実搾汁含有水は、一回の処理工程で１
２００Ｌを使用するが、この１２００Ｌの果実搾汁含有水は処理後に回収されて、次回の
処理工程においても９０％以上が再利用される。
【００６５】
　また、二次攪拌装置３では、第二段階の処理として、水及び界面活性剤による洗浄が行
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われ、これにより、この時点で残留している水溶性成分及び油性成分の双方が水洗除去さ
れる（本実施形態の場合２０分間程度）。
【００６６】
　なお、本実施形態の場合、二次攪拌装置３には、再生水貯水槽７から再生水１０００Ｌ
が投入され、この他、界面活性剤３０Ｌが投入され、これらが二次攪拌装置３によって攪
拌される。
【００６７】
　そして、第三段階の処理として、水による洗浄（フラッシング）が行われる（本実施形
態の場合１０分間程度）。なお、この洗浄工程では、本実施形態の場合、より高度な洗浄
を行うため、前段階の洗浄とは異なり、新規な浄水を利用して洗浄を行っている。これに
より、最終的に界面活性剤などの洗浄液成分もすすぎ流されることになり、処理対象物は
高度に清浄化された状態となる。
【００６８】
　ちなみに、本実施形態の場合、上記のような三段階の工程で排出される二次排液の中に
は、４５０μｍ以下程度の固形粒子が含まれている。
　以上のような二次洗浄の後、処理対象物は乾燥装置４で乾燥される（本実施形態の場合
３０分間程度）。乾燥装置４は、その内部に熱源及び光源として機能する白熱灯が組み込
まれていて、その白熱灯からの光が照射される箇所には、光触媒反応のためのコーティン
グ（酸化チタンコーティング）が施されている。
【００６９】
　そのため、仮に乾燥装置４内での乾燥処理時に処理対象物から揮発性有機化学物質（Ｖ
ＯＣ）や、その他の臭い成分、微生物・細菌類などが放出されたとしても、それらの成分
等を光触媒反応によって分解することができ、それらの成分が系外へ放出されてしまうの
を防止することができる。
【００７０】
　なお、こうして乾燥された処理対象物は、ある程度粒度が揃っていれば、そのまま人工
骨材として利用することができるが、本実施形態の場合は、振動篩い機５を利用して粒度
調整を行っている。この振動篩い機５は、篩い面に水平振動及び垂直振動を発生させるこ
とにより、篩い面上に載せられた粒体の分級を行う装置であり、所望の粒度ごとに篩い分
けをすることで、粗骨材又は細骨材としての利用に適した人工骨材を得ることができる。
【００７１】
　さて、以上のような段取りで人工骨材が製造される際、並行して、一次攪拌装置２での
一次洗浄に伴って排出される一次排液と二次攪拌装置３での二次洗浄に伴って排出される
二次排液は、濾過装置６によって処理される。
【００７２】
　この濾過装置６は、一次フィルター６Ａ、二次フィルター６Ｂ、三次フィルター６Ｃ、
以上三段階のフィルターで段階的に濾過を行う装置である。これらのうち、一次フィルタ
ー６Ａは、排液及び凝集剤が投入されるタンクを有し、このタンク内には、タンク内の内
容物を攪拌する攪拌機構が設けられている。
【００７３】
　この一次フィルター６Ａにおいて、凝集剤としては、ハイドロキシアパタイト及びジル
コニアを有効成分とする凝集剤が利用され、この凝集剤の作用で、一次フィルター６Ａの
タンク内において、混合シルト類や重金属類などを含む粗沈殿物が凝集・沈殿する仕組み
になっている。
【００７４】
　そのため、一次排液中にカドミウム、水銀、鉛、亜鉛、ヒ素、フッ素、銅、クロム、シ
アン、鉄などの物質が含まれていても、一次フィルター６Ａでは、それらの成分を粗沈殿
物として分離し、除去することができる。なお、本実施形態の場合、この一次フィルター
６Ａでの工程は２０分間程度にわたって実施され、その後、粗沈殿物は、脱水されて安定
不溶化されることで産業廃棄物として廃棄される。
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【００７５】
　また、このような粗沈殿物が沈殿した後に残る上澄み液は、キレート樹脂膜を通してか
ら二次フィルター６Ｂへと流入するように構成されている。このキレート樹脂膜では、上
記のような凝集剤で除去しきれないセレン、フッ素、ホウ素などが除去される。また、二
次攪拌装置３から排出される二次洗浄液も二次フィルター６Ｂへと流入するように構成さ
れている。なお、本実施形態の場合、一次フィルター６Ａで濾過された濾液中には、１０
０μｍ以下程度の微粒子が含まれている。
【００７６】
　二次フィルター６Ｂでは、排液が、多孔質シリカゲル、アルミナ、活性炭、ゼオライト
、茶殻又はヤシ殻からなる天然繊維及び多孔質ポリスチレンの各成分を有効成分とする吸
着層を積層してなる多層吸着部に通される。これにより、金属硫化物や、系内に残留し得
る水銀、フッ素などはさらに高度に除去される。なお、本実施形態において、多孔質シリ
カゲルは粒状のもの、アルミナは粉末状のもの、活性炭は粒状のもの、ゼオライトは粒状
のもの、ヤシ殻は繊維状のもの、多孔質ポリスチレンは膜状のものを利用し、これら各成
分をディスクエレメント（円板状の成形体）に加工して積層してある。
【００７７】
　そして、二次フィルター６Ｂにおいて、上記多層吸着部の透過後、排液は、さらにハイ
ドロキシアパタイト及びジルコニアの粉末をプレス加工してなるプレス膜に通される。こ
れにより、液中に残留し得る微量の不要成分（例えば、鉛、ヒ素など）の回収が図られる
。
【００７８】
　なお、本実施形態の場合、二次フィルター６Ｂでの工程は２０分間程度にわたって実施
される。また、この段階でプレス膜を透過した透過排液中には、ほとんど固形分が含まれ
ていない状態に至るが、ごく僅かに含まれる微粒子固形分が存在すれば、そのまま沈降さ
せて、その上澄み液が二次濾過処理液とされる。本実施形態の場合、ここで沈降する沈殿
物は、１年間で数μｍ程度堆積するだけという、きわめて微量なものである。なお、本実
施形態の場合、二次フィルター６Ｂで濾過された濾液中には、１μｍ以下程度の微粒子が
含まれているだけとなる。
【００７９】
　そして、以上のような二次フィルター６Ｂを透過した処理液は、最後に三次フィルター
６Ｃへと導入される。この三次フィルター６Ｃは、タンク内に逆浸透膜を備え、タンク内
へ下方から加圧（本実施形態の場合、０．２５～０．７５ＭＰａ）・給水・曝気を行うこ
とで、タンク内に上向流を発生させて、その上向流が逆浸透膜を透過してタンク上端側の
出口に至る構造となっている。
【００８０】
　このような逆浸透膜での濾過処理により、逆浸透膜を透過できないごく微量の微細成分
（イオンや塩類などの水以外の不純物、バクテリアなど）も除去されることになり、濾過
装置６の出口では、最終的にきわめて清浄度の高い再生水を得ることができ、本実施形態
の場合、三次フィルター６Ｃで濾過された濾液は、０．０００１μｍ以下程度の微粒子し
か含まれていない高度に浄化された再生水となる。なお、本実施形態の場合、三次フィル
ター６Ｃでの工程は２０分間程度にわたって実施される。
【００８１】
　なお、こうして濾過装置６に通された再生水は、再生水貯水槽７に貯められて、一次洗
浄及び二次洗浄において循環再利用される。また、再生水貯水槽７に貯められる再生水は
、浄水の追加分だけ増えてゆくので、工業用水、衛生用水などとして利用してもよく、あ
るいは、河川などに放流しても問題がない。
【００８２】
　［効果］
　以上説明したような人工骨材製造システムによれば、破砕装置１でガラスくず等の処理
対象物を破砕した場合に、その破砕品の角が鋭利に尖った状態になったとしても、その後
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される。したがって、鋭利な角の取れた人工骨材は、製造作業過程または施工過程におい
ても、十分に安全性の高いものとなる。
【００８３】
　また、処理対象物の中に特定有害物質や重金属類が付着した瓶類などが混在していたと
しても、そのような特定有害物質や重金属類は、一次攪拌装置２で削り落とされるととも
に一次洗浄によって大部分が除去され、さらに、僅かに残留する不要成分も二次攪拌装置
３での二次洗浄によってすすぎ落とされる。したがって、最終的に得られる人工骨材には
、有害成分が含まれておらず、生態系に対して安全性の高い人工骨材が得られる。
【００８４】
　さらに、一次洗浄及び二次洗浄に伴って排出される一次排液及び二次排液は、濾過装置
６での処理により、固形分や液中の微細物質が除去されて再生水とされるので、その再生
水を工業用水として再利用したり、河川等に放水したりしても、水質又は土壌環境に対し
て悪影響を及ぼすことがない。
【００８５】
　また、このような人工骨材製造システムであれば、上記のような特定有害物質や重金属
類の除去を行うに当たって、高温での焼成処理や熔融処理も不要なので、工業的に人工骨
材を量産するに当たって、大規模な焼成炉や熔融炉などの設備を導入する必要もなく、高
温での焼成を行う設備に比べ、より安全性の高い生産設備とすることができ、焼成処理や
熔融処理において大量のエネルギーを消費してしまうといった問題も招かない。
【００８６】
　よって、この人工骨材製造システムであれば、これまで有効なリサイクル方法が確立さ
れていなかった各種化学物質、試薬を含む薬品類、農薬類などが入れられていたガラス瓶
なども、人工骨材として利用することが可能となり、ひいては最終処分場の延命にも寄与
することができる。
【００８７】
　［変形例等］
　以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上記の具体的な一実施形態に限
定されず、この他にも種々の形態で実施することができる。
【００８８】
　例えば、上記実施形態では、人工骨材製造システムを構成する各装置の性能や規模を具
体的に例示したが、より大規模な装置にすることも、あるいは、もう少し小規模な装置に
することも任意である。
【符号の説明】
【００８９】
　１・・・破砕装置、２・・・一次攪拌装置、３・・・二次攪拌装置、４・・・乾燥装置
、５・・・振動篩い機、６・・・濾過装置、６Ａ・・・一次フィルター、６Ｂ・・・二次
フィルター、６Ｃ・・・三次フィルター、７・・・再生水貯水槽。



(15) JP 2011-136872 A 2011.7.14

【図１】



(16) JP 2011-136872 A 2011.7.14

10

20

30

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   Ｃ０２Ｆ   1/28     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   1/28    　　　Ｃ          ４Ｄ０６６
   Ｃ０２Ｆ   9/00     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   1/28    　　　Ｌ          ４Ｄ６２４
   Ｃ０２Ｆ   1/42     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   9/00    ５０２Ｄ          　　　　　
   Ｃ０２Ｆ   1/44     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   9/00    ５０２Ｆ          　　　　　
   Ｃ０２Ｆ   1/52     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   9/00    ５０２Ｈ          　　　　　
   Ｂ０１Ｊ  47/12     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   9/00    ５０２Ｐ          　　　　　
   Ｂ０１Ｄ  39/20     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   9/00    ５０３Ｇ          　　　　　
   Ｂ０９Ｂ   3/00     (2006.01)           Ｃ０２Ｆ   9/00    ５０４Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ   1/42    　　　Ｅ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ   1/28    　　　Ｆ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ   1/44    　　　Ｅ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ   1/52    　　　Ｋ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０１Ｊ  47/12    　　　Ｂ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０１Ｄ  39/20    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０９Ｂ   3/00    　　　Ｚ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０９Ｂ   3/00    ３０３Ｅ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０９Ｂ   3/00    ３０３Ａ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０９Ｂ   3/00    ３０４Ｊ          　　　　　
   　　　　                                Ｂ０９Ｂ   3/00    ３０４Ｐ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ   1/28    　　　Ｄ          　　　　　
   　　　　                                Ｃ０２Ｆ   1/28    　　　Ｅ          　　　　　

Ｆターム(参考) 4D015 BA19  BA23  BA24  BB16  CA17  DA01  DA22  EA32  FA02  FA15 
　　　　 　　        FA22 
　　　　 　　  4D019 AA03  BA06  BB08  CB06 
　　　　 　　  4D025 AA09  AB06  AB24  AB33  BA17  BA27  DA02  DA10 
　　　　 　　  4D066 AB02  AB03  AB04  AB07  BB01  BB20 
　　　　 　　  4D624 AA04  AB11  AB14  AB18  BA01  BA02  BA07  BA13  BA17  BA19 
　　　　 　　        BB01  BB02  BC02  DB03  DB05  DB19  DB21 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

